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▼町債（借金）の状況
 項目 面積又は現在高

 
土地 36 万 4,146 ㎡

 
建物 4 万 5,796 ㎡

 
基金（町の積立金） 22 億 5,410 万円

 
財政調整基金 8 億 6,543 万円

 
減債基金 1 億 32万円

 
その他特定目的基金 12 億 8,835 万円

 項目 現在高

 
町債（借入金） 47 億 1,659 万円

 
一般会計 36 億 6,562 万円

 
簡易水道事業会計 4 億 9,337 万円

 
下水道事業会計 5 億 5,760 万円

 
一時借入金 0 円

▼町有財産の状況

 
会計別

歳入 歳出

 予算額 収入済額 執行率 予算額 支出済額 執行率

 
簡易水道事業（収益） 1 億 6,660 万円 5,476 万円 33.0% 1 億 6,660 万円 2,299 万円 13.8%

 
簡易水道事業（資本） 1 億 7,293 万円 5,412 万円 31.3% 1 億 7,293 万円 5,770 万円 33.4%

 
下水道事業（収益） 1 億 9,689 万円 5,591 万円 28.4% 1 億 9,689 万円 1,000 万円 5.1%

 
下水道事業（資本） 9,747 万円 3,744 万円 38.4% 9,747 万円 3,987 万円 40.9%

▼公営企業会計

▼特別会計
 

会計別
歳入 歳出

 予算額 収入済額 執行率 予算額 支出済額 執行率

 
国民健康保険事業 7 億 1,620 万円 2億 9,597 万円 41.3% 7 億 1,620 万円 2億 5,492 万円 35.6%

 
後期高齢者医療事業 2 億 2,340 万円 4,070 万円 18.2% 2 億 2,340 万円 9,255 万円 41.4%

 
介護保険事業 8 億 5,366 万円 2億 8,217 万円 33.1% 8 億 5,366 万円 2億 9,199 万円 34.2%

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

毎年 12月 10 日から 16日までの１週間は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められています。 

拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題

への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題について関心と認識を深めていく

ことが大切です。 

警察では、拉致に関与した北朝鮮工作員等について、逮捕状の発付を得て国際手配を行うなど、拉致容

疑事案の全容解明に向けて取り組んでいます。また、これまで拉致被害者と判断している方以外にも、北

朝鮮による拉致の可能性を排除できない方がいるとの認識の下、鋭意捜査・調査を推進しております。 

今後とも皆様の御理解と御協力をお願いします。 

■問い合わせ　橋本警察署（☎33-0110）
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令和７年分の確定申告について

１．自宅からのスマホ申告について 

自宅からスマホとマイナンバーカードを利用して便利に確定申告書の 

作成・提出ができます。 

便利なスマホ・パソコンによる自宅からの申告（ｅ－Ｔax）をご利用 

ください。 

 

２．申告会場について 

 

➢申告会場は大変混雑します。混雑状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。 

➢令和７年分の粉河税務署の申告会場は令和８年２月15 日までは開設しておりません。 

➢粉河税務署は駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 

➢いずれの会場もスマホ申告会場です。来場を予定している方は以下のものを事前にご用意し、当日持参 

くさい。 

１．申告関係書類 

２．スマホ ※マイナポータルアプリを事前にダウンロードしてください。 

３．マイナンバーカード ※電子証明書の有効期限をご確認ください。 

４．マイナンバーカードの２種類の暗証番号 ※暗証番号がご不明な方は事前に再設定してください。 

➢申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。 

①粉河税務署会場⇒入場整理券は、会場で「ＬＩＮＥによるオンライン事前予約 ※１」画面等の提出 

又は「当日配付※２」にて取得できます。 

 

 

 

※１　事前予約は国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントから友だち追加することで予約が可能となります。 

来場の際は、予約画面のスクリーンショット又は印刷をオススメします。 

※２　「当日配付」の入場整理券は枚数に限りがあり、配付次第終了となりますので、基本的には事前

予約による来場をお願いします。 

②橋本市保健福祉センター会場⇒入場整理券は、会場で「当日配付」にて取得できます（ＬＩＮＥによ

るオンライン事前予約は行っていません。）。 

 
申告会場

開催期間 

（土、日、祝日除く）
相談時間

 粉河税務署 

紀の川市粉河807 

※ 紀の川市商工会館では申告相談を行っており 

ません。

２/16（月） 

　　　～３/16（月）
９：00～16：00

 橋本市保健福祉センター ３階多目的ホール 

橋本市東家１-３-１ 

※ 相続税、贈与税、土地・建物・株式等の譲渡 

所得等の相談は行っていません。

２/３（火） 

　　　～２/６（金）

９：30～16：00 

(12：00～13：00 除く)

【作成コーナー】

【国税庁 LINE 公式アカウント】



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


